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広島県都市再開発の方針（素案）について 

 

１ 要旨 

  民間建築活動を誘導し、都市再生により都市の価値を維持・向上していくことをねらい

として、広島県都市再開発の方針（以下、「本方針」という。）の策定を進めており、この

度、市町等と調整の上、広島県都市計画審議会への報告を経て素案を作成した。 

 

２ 現状・背景 

これまで本県においては、都市再開発法の規定により、「市街化区域及び市街化調整区

域の整備、開発又は保全の方針」の一部を再開発方針とみなして運用してきた。 

この度、社会情勢の変化に対応するとともに、計画的な再開発が必要な市街地において

民間建築活動を誘導し、都市再生により都市の価値を維持・向上していくことをねらいと

して、市町の意見等を踏まえつつ、新たに本方針を策定することとした。 

   

３ 本方針（素案）の概要 

 (1)策定の目的 

市街化区域における再開発の目標や高度利用及び都市機能の更新に関する方針等を地

区ごとに定めることにより、概ね 20 年後の都市の姿を展望し、再開発の適正な誘導と

計画的な推進を図る。 

 

 

    区分 内容 定める事項 

１号 

市街地 

計画的な再開発が

必要な市街地 

・再開発の目標 

・高度利用及び都市機

能の更新に関する

方針 

再開発 

促進地区 

特に一体的かつ総

合的に市街地の再

開発を促進すべき

地区 

・上記の事項 

・整備又は開発の概要 
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市街化調整区域 

１号市街地 

都市計画区域 
市街化区域 

再開発促進地区 



 

2 
 

(2)策定の対象 

市街化区域を有する市町と調整し、広島圏都市計画区域及び備後圏都市計画区域の、

次の６市２町において１号市街地及び再開発促進地区を定める。 

なお、広島市域については同時に策定することとし、市において調整を進めている。 

   

表 本方針で定める地区（各地区の詳細は別紙１、２参照） 

都市計画

区域名 
市町名 

１号市街地 

 再開発促進地区 

地区番号 地区名 地区番号 地区名 

広島圏 

都市計画

区域 

大竹市 Ａ-１ 小方地区   - - 

廿日市市 Ｂ-１ 廿日市市シビックコア地区 Ｂ-１-１ 下平良地区 

府中町 
Ｄ-１ 府中町役場周辺地区 - - 

Ｄ-２ 向洋駅周辺地区 - - 

海田町 
Ｅ-１ 中心拠点地区 - - 

Ｅ-２ 地区拠点地区 - - 

呉市 Ｈ-１ 呉駅周辺地区 - - 

備後圏 

都市計画 

区域 

三原市 Ａ-１ 三原駅周辺地区 - - 

尾道市 Ｂ-１ 尾道駅西部地区 - - 

福山市 
Ｃ-１ 中心市街地地区 Ｃ-１-１ 福山駅南地区 

Ｃ-２ 周辺市街地地区 - - 

 

(3)根拠法令 

都市計画法第７条の２  

   都市再開発法第２条の３ 

 

４ 策定スケジュール 

令和８年４月 本方針（素案）のパブリックコメント 

    ９月 本方針（案）の縦覧 

    11 月 都市計画審議会 諮問・答申 

    12 月 本方針の都市計画決定 

 












































